
坂東市の財政は 

                                    山田 俊一 
 

はじめに 
 

 2009 年度から地方財政健全化法が施行された。2009 年 8 月の衆議院選挙で地方分権の増進が論点となり各党

地方分権に対しての対応が主張された。この不況により各自治体の法人市民税など大幅な減少が伝えられている。

毎日新聞の 2009 年 7 月 28 日付けによると 2009 年地方交付税の配分で前年より 27 自治体が新たに交付団体と

なり、国からの交付税 1）を受けなくても自主財政だけで財政運営が出来る不交付団体は都道府県では東京都のみ、

市町村では横浜市・名古屋市・さいたま市など 152 自治体となった。この近市町村では茨城県土浦市・取手市・

阿見町・千葉県佐倉市・柏市などが新たに交付団体となった。 

 朝日新聞 2009 年 2 月 14 日付けによると我が町坂東市 2009 年度一般会計予算は前年度比 1.8％増の 182 億円

と報じている。 

 2009 年 4 月 12 日の市長選挙では約 200 億円（市民 1 人当たり 36 万円）の市債の過大さ、使い方などが論点

の一つとなっていた。 

 しかし住民の一人として市の懐具合など全くわからないのが現状である。市広報などで公開されて表など理解

し易いように工夫はされてはいるが理解しにくいし、興味をもつ住民は私も含めて少ないのが事実ではないかと

思われる。 

 

図 1 国・自治体を通じる歳出規模（目的別） 単位％ 

 

出所：小坂紀一郎「自治体財政の本」学陽書房 2009 年 8 月 p.14 

 

 図 1 に示すように防衛費・年金・公債費などを除き自治体が支出している金額は非常に大きい。これは自治体

の仕事が国より大きく私たちの生活に密着していることを示している。この事から私達は自治体の行政・財政に

無関心で無く一層の関心を持つ必要がある。 

 特に医療介護・教育費・衛生費・司法警察消防費など自治体の歳出は国に比べ非常に大きい。また、先に示し

たように今回の世界的不況により 2009 年度の全国自治体の非交付団体が減少していることは自治体の財政状況

がより劣悪になっていることである。 



 ここでは茨城県坂東市の財政の状況を公表されている資料からその内容、住民の生活向上に寄与しているのか、 

財政状況の健全性などを調べてみる。 

坂東市は茨城県の南西部（首都圏 50 ㎞圏）で利根川（川向こうは千葉県野田市）沿いに位置し、これと言う

工業産業・地場産業は無く商業集積も厚いとは言えない。田畑や山林など自然が残されている人口 57,000 人の

町である。 

 

Ⅰ 2009 年版「地方財政白書」の概要 2） 

 

 白書による 2007 年度の全国全体の地方財政を一覧してみる。3） 

 

図 1－1 経常収支比率・借入金高の年推移 

 

 出所：総務省「地方財政白書」2009 年度版 http://soumu.go.jp/iken/hakusho.html 

 

  経常収支比率とは新しい問題にどれだけ対応できるかの財政の余裕度を示す指数である。家計のエンゲル係

数と同じく低いほど財政の余裕があることである。図は年々財政の柔軟性が低くなり硬直化の傾向がすすんでい

る。財政構造の弾力性といわれ、経験上、町村では 70％、市では 80％、都道府県では 80％の範囲が望ましいと

されている。 



 経常収支比率＝経常的経費÷経常一般財源で算出される。 

 借入金残高も図 1－1 によると高く減少の傾向は見られない。4）図１－2 の起債制限比率は 11％代で推移して

いる。5） 

 20％以上の自治体は地方債の発行が制限される。15％が危険ラインとされている。 

白書は 2007 年度なので現在は世界的な不況で税収の落ち込みも大きく経常収支比率はより高くなっていると

推定される。 

 

図１－2 起債制限比率の推移 

  

出所：総務省「地方財政白書」2009 年度版 http://soumu.go.jp/iken/hakusho.html 

 

 2007 年度地方自治体の歳入総額は、91 兆 1,814 億円で前年度を 3,469 億円下回っている。歳出総額は、89 兆

1,476 億円で、前年度を 630 億円下回った。実質収支（歳入歳出差額から翌年度に繰り越す金額を差し引いた額）

が赤字の地方自治体が 25 団体（大阪府と市町村 24 団体）である。 

 

Ⅱ 坂東市財政比較分析表・歳出・茨城県市町村の比較 6） 

 

 2007 年度の財政分析表を一覧する。図２－１－1 で財政力・財政構造の弾力性・人件費・物件費の適正度・将

来負担の健全性・公債費負担の健全性・定員管理の適正度。図２－１－２では歳出比較分析表である。経常収支

比率・人件費・物件費・扶助費・公債費以外歳出・公債費・補助費等。図２－１－３は 1 人当たりの人件費と公

債費の明細。図２－１－４は 1 人当たり普通建設費の分析である。図２－2－1 から図２－２－4 で茨城県市町村

の財政力指数・経常収支比率・公債費比率・将来負担比率を示す。 

 市町村別財政比較では全国平均・茨城県市町村平均・類似団体平均で表示されている。 

 類似団体とは類似している自治体を抜き出してその平均を指数と示している。類似の判断基準は自治体の人口

と産業構造の要素を組み合わせて定めている。 

 指定都市（人口 50 万人以上千葉市など 17 団体）、中核市（人口 30 万人以上船橋市など 41 団体）、特例市（人

口 20 万人以上柏市・水戸市など 43 団体）、特別区（東京の区など 23 団体）、一般市 684 団体で人口と産業構造

で 16 に分類されている。町村で 15 に分類されている。 

 

 坂東市はⅡ－０の分類になる。隣の茨城県常総市と同類である。人口 5 万人強の田園都市、首都圏 50 ㎞圏内

の地域である。隣接する千葉県野田市はⅣ－１、我孫子市はⅢ－３である。ロ－マ字数字は人口での要素で高い

ほど人口が多い、算用数字の高いほど都会化している自治体である。 

 

 



図２－１－１ 2007 年度比較分析表 

 

出 所 ： 総 務 省 「 市 町 村 の 財 政 比 較 分 析 表 」

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soume/chiho/zaisei/bunsekihyo/h19/ 

 

 

 



図２－１－２ 歳出比較分析表 

 
出 所 ： 総 務 省 「 市 町 村 の 財 政 比 較 分 析 表 」

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soume/chiho/zaisei/bunsekihyo/h19/ 

 

 

 

 

 



図２－１－3 歳出比較分析表 

 

出 所 ： 総 務 省 「 市 町 村 の 財 政 比 較 分 析 表 」

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soume/chiho/zaisei/bunsekihyo/h19/ 



図２－1－4 歳出比較分析表 

 

出 所 ： 総 務 省 「 市 町 村 の 財 政 比 較 分 析 表 」

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soume/chiho/zaisei/bunsekihyo/h19/ 



図２－２－１ 茨城県の市町村別財政力指数 

 
出所：地図でみる指数の状況 http://www.zaisei/zaiseizyoukyousuii.html 

 



図２－２－2 茨城県の市町村別経常収支比率 

 

 

出所：地図でみる指数の状況 http://www.zaisei/zaiseizyoukyousuii.html 

 



図２－２－3 茨城県の市町村別実質公債費比率 

 

出所：地図でみる指数の状況 http://www.zaisei/zaiseizyoukyousuii.html 

 

 



図２－２－4 茨城県の市町村別将来負担比率 

 

出所：地図でみる指数の状況 http://www.zaisei/zaiseizyoukyousuii.html 

 

 



図２－１－１普通会計財政比較分析表である。 

●財政力指数 

 基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の 3年間の平均値である。指数が高いほど普通交付税算定

上の財源に余裕がある。1を超えれば非交付団体となり交付税は配分されない。豊かな団体とみなされている。 

 基準財政需要額とは、自治体が行政を標準的な水準で行うのに必要な経費額である。自治体の実質支出額でな

く妥当な経費と考えられるモデル計算による額である。 

 基準財政収入額とは、自治体の標準的な収入と決められた方法での計算で決められて額の 75％の金額である。 

 基準財政収入額から財政需要額を差し引いた額のマイナス分が国から配分される。これが交付税である。 

 基準財政収入額が75％とされているのは100％ととすると、収入増の努力の自治体がその分交付税が減少する。

自治体の税の徴収努力などが無駄になる。そのため 25％分は自治体の努力の評価額である。 

 坂東市の財政力指数は 2007 年度 0.69 で、類似団体平均 0.77 より劣っている。類似団体最大値 1.66 最低値は

0.26 で、類似団体 48 内順位 16 位である。茨城県市町村平均額は 0.77 で県内でも財政が豊かとはいえない（参

照図２－２－１・図２－２－1）。 

 

●財政構造の弾力性（経常収支比率） 

 財政構造の弾力性とは自治体が新しい問題に対応できる余裕の度合いである。これを示すのが経常収支比率で

ある。80％以下が望ましいとされている。経常的経費を経常一般財源で除したものである。 

 坂東市の経常収支比率は 93.3 で財政の硬直化が課題となる心配がある。類似団体平均 88.2、類似団体最大値

100.5、最低値 62.1、類似団体 48 内順位 30 位である。茨城県市町村平均額は 89.8 である（参照図２－２－1・

図２－２－2）。県全体としても弾力性に欠けるが当市は財政の硬直度合はより深刻状況と言える。 

 

●人件費・物件費等の適正度 

坂東市の人口１人当たり人件費・物件費・維持補修費は 105,671 円で類似団体平均 121,535 円、類似団体最少

87,635 円、最大 225,098 円で、48 団体内少ない方で 8 位である。県平均は 110,237 円である。しかし、ごみ処

理業務・消防業務等を一部事務組合（自治体が事務の一部を共同処理するために設けた団体のこと）への人件費

等に充てる負担金などを含めると大幅に増加する。適正度の指数として不明確である（参照図２－２－1）。 

 

●国との比較給与水準の適正度（スパイレス指数） 

 坂東市は 96.5 で類似団体 96.3 とほぼ同じである。類似団体最少 90.0、最大 102.0、類似団体 48 内 29 位であ

る。全国市平均 97.0。勧奨退職者の特別昇給の廃止、諸手当の削減など給与表の適正化に努めるとしているが、

ただ給与水準を下げるだけでなく、仕事と給与のバランスが課題ではないだろうか（参照図２－２－1）。 

  

●将来負担の健全度（人口 1人当たり地方債現在高） 

 地方債の坂東市人口１人当たり320,007円で、類似団体平均415,571円、類似団体最少150,942円、最高885,025

円で、48 団体少ない方で 7位である。県平均 324,369 円である。合併による新市建設計画など年々増加傾向がみ

られる（参照図２－２－1）。 

 

●公債費負担の健全度（実質公債費比率） 

 公債費・公債費に準ずる（公営企業などの支払う元利償還金への一般会計からの繰り出し金など）ものなどに

対する財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された金額の標準一般財源総額（標準財政規模）

に対する割合である。当然高いほど財政の硬直化が進む。 

 坂東市 11.3％は類似団体 14.4（最低 6.6、最高 23.6）、県市町村平均 13.2 を下回っている。類似団体 48 内 7



位である。市としては今後増加が見込まれるのであるがこの水準を維持するのに努力するとしている（参照図２

－２－1・図２－２－３）。 

 標準財政規模とは「標準税収入額+普通地方交付税額+地方譲与額」の総額である。標準税収入額とは基準財政

収入額から地方譲与税を除いた額を基準税率（75％）で除した額である。 

 

●定員管理の適正度 

 人口 1000 人当たりに対する職員数である。坂東市は 7.61 人で類似団体 8.44 人（最低 5.78 人、最高 19.30 人）

を下回っている。類似団体 48 内 12 位である。県市町村平均は 7.70 人である（参照図２－２－１）。 

   

●将来負担比率図２－２－４ 

 将来負担比率とは、一般会計で負担すべき地方債等の他公営企業の企業債・出資団体等の債務保証、損失補償

した分や職員の退職金見込み額などを標準財政規模で割ったものである。将来負担する可能性がある負債が年間

の標準歳入の何年分あるかという指標である。「地方公共団体の財政健全化法に関する法律（財政健全化法）」に

よると 350.0％未満を基準としている。 

 坂東市 2007 年度の将来負担比率は 98.0％で早期健全化基準を下回っている。図２－２－４は茨城県市町村の

将来負担比率の状況である。150％未満の市町村が多数で 150 以上％～250％未満は水戸市・古河市など 11 団体

である。将来負担比率が 50％未満は日立市・東海村・阿見町・牛久市・利根町・神栖市など 6 団体である。こ

れらの市町村は収入が多いという事でなく、負債が少ない事を示している。 

 

 以上が分析表の内容である。類似団体平均を 100としての円グラフで、100以上の指数は平均を上回っている、

100 未満の指数は下回っていることになる。坂東市の財政力・財政構造の弾力性・ラスパイレス指数は円グラフ

100 未満で類似団体平均より劣っている。特に財政構造の弾力性はかなり見劣りする。財政力も基準財政需要額

に対して基準財政収入額が貧弱である。標準基準計算での税収入が基準財政需要額に及ばない、市民税・固定資

産税・その他地方税収入が見劣りしている。固定資産の評価額が低いし企業が多くないなど税収入基盤、自主財

源確保力が弱い。これら自主財源の強化とラスパイレス指数の改善が課題でもある。すなわち、歳出の見直しに

より歳出削減も努力する必要がある。勿論、これにより市民への行政サ－ビスが低下させてはならない。 

 これらは類似団体平均との各団体の財政指数の比較で地方財政が論ぜられているが、これがあるべき財政の姿

とするのも課題である。一つの参考指数としては重要な指数ではある。 

 

 図２－３は我孫子市の 2007 年度財政比較分析表である。坂東市とは人口・産業構造など異なるので比較して

も意味合いは弱いかもしれないが参考にはなる。表２－１は坂東市と我孫子市の財政比較分析表の比較表である。 

 我孫子市の財政力指数は 1 には達してはいないが高い、市民税の収入が多いことが原因のようである。公債費

関連の人口１人当たりの負担も人口 1,000 人当たりの職員数も少ない。しかし、財政構造の弾力性や職員の給与

レベルなどには課題がありそうである。 

表２－１ 坂東市と我孫子市の比較財政比較分析の比較表 

市　　名 財政力指数 財政構造の 人件・物件費 人口１人当たり 実質公債費 給与水準 人口1000人当

（％） 弾力性（％） の適制度（円） 地方債残高(円） 比率（％） （％） たり職員数(人）

坂東市 0.69 93.3 105,671 320,007 11.3 96.5 7.61

我孫子市 0.94 97.0 105,462 202,575 4.3 104.1 6.53

出所：山田作成 



図２－３ 我孫子市の 2007 年度財政比較分析表 

 

出 所 ： 総 務 省 「 市 町 村 の 財 政 比 較 分 析 表 」

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a-shichou/zaisei/19zaiseihikaku/20abiko.pdf 

 

 

 



 図２－１－２は歳出比較分析表である。財政比較分析表と同じく 8 つの経費項目の状況を類似団体と比較した

ものである。指標は低いほど良好で円グラフも類似団体基準より内側にあるほど良好である。このように経費構

造の特性を表わしている。坂東市の財政状況は公債費以外類似団体基準より円グラフは外側にある。全体として

類似団体基準と比較して劣っている。8 項目をひとつずつ検討していく。 

 

●経常収支比率（合計） 

 経常収支比率の年推移は 2004 年度（猿島町と合併）は 90.0％であったが、年々増加傾向で悪化して 2006 年

度 96.5％になったが 2007 年度 93.3％はいくらか改善された。しかし県内市町村・類似団体との比較においても

硬直化の程度は改善が少ない。市当局は歳出削減と定員管理の強化により人件費削減と市税の徴収率の向上に努

めるとしている。 

 

●人件費 

 人件費比率も経常収支比率と同じ傾向で 2007 年度は低下し 2005 年度 31.7％から 30.3％になった。類似団体

と比べて同程度であるが、一部事業組合の負担金（人件費分）・公営企業への供出金（人件費分）は類似団体よ

り上回っている。このへんを今後も職員数の削減と給与の適正化により削減に努めるとしている。人件費は公務

員の給与・退職金等である(図２－１－３参照)。  

 

●物件費 

 委託料・賃金・旅費・役務費等などである。人件費・維持補修費・扶助費等以外の消費的性質の総称。 

 物件費の年推移も人件費比率と同じ傾向で 2007 年度は 13.4％（最高 2005 年度 14.9％）で低下している。 

 

●扶助費 

 生活保護法・児童福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの法令に基づいて支出する

経費。合併によるものかは不明であるが合併以後急激に増加した（2004 年度 5.1％から 2007 年度 7.5％）。 

 

●公債費以外 

 公債費以外の経費も人件費・物件費と同傾向で年々わずかであるが減少傾向である。 

 

●公債費 

 公債費率はわずかであるが増加傾向である。2004 年度 13.8％から 2007 年度 14.8％と 1％の増加である。図２

－１－3 によると、人口１人当たり類似団体より低いのであるが、合併特例事業債の発行により実質公債費率・

起債制限比率は増加傾向である。 

 

●補助費等・●その他 

 様々な団体への補助金・負担金・褒賞金・寄付金などである。傾向は他の費用と同じ傾向である。その他は増

加している。 

 

●普通建設事業費 

 図２－１－４の普通建設事業費の分析では坂東市はこの数年人口１人当たり類似団体平均と比べると概して

低い年度が多い。しかし、市当局は 2008 年度よりは小中学の改築事業、首都圏央道連絡自動車道に通ずる道路

（国道・県道）を国・県に変わり坂東市として費用を負担することになっている。このように将来普通建設事業

費は増加の要因があるとしている。 



 普通建設事業費とは道路、橋、学校、公共施設、公用施設の新増設の建設事業に費やされる投資的な経費であ 

る。 

 

Ⅲ 2008 年度（平成２０年度）の坂東市財政の決算概要 

 

 2009 年 9 月の定例市議会で 2008 年度一般会計、各特別会計、水道事業会計の決算が承認された。2009 年 10

月 no.55「広報ばんどう『坂東』」で公表された。 

 また、茨城県の市町村別 2008 年度主な財政分析表指数も公表されている。7）表３－2 は茨城県市町村（44 団

体）の一般会計の主な分析指標である。 

 

 それによる、表３－1 は県内４４団体中の坂東市の順位である。順位は指標上好ましくない方からの順位であ

る。従って順位は数字が低いほど財政指標が良くないと言うことで、経常収支比率１４位は芳しいことではない。

逆に公債費比率 38 位は財政上喜ばしい事である。 

 

 坂東市の 2008 年度の財政分析指数は茨城県内で経常収支比率は下位に属している。経常収支比率は経常的経

費を経常一般財源で割った数字である。2007 年度 93.3％から 0.4 ポイント向上しているが、新規事業に取り組

む余裕は少なく財政構造の硬直化を脱するには至ってない状況は続いている。原因は歳入（市税等）の増加要素

が余りなく、経常経費の削減も困難であるものと思われる。 

 

表３－１ 2008 年度茨城県 44 団体中の坂東市の順位 

項　　　　目 当市指数 県市平均 ４４団体中 ‘07年指数 ‘06年指数

経常収支比率 92.90% 91.00% ✶14位 93.30% 95.90%

公債費負担比率 13.90% 15.20% ２６位 13.10% 11.80%

実質収支比率 4.80% 4.60% ✶１９位 6.00% 7.90%

公債費比率 9.70% 12.40% ３８位 9.78% 9.76%

起債制限比率 8.50% 10.00% ３２位 8.80% 8.90%

地方債現在高比率 144.00% 151.70% ２８位 155.17% 153.19%

積立金残高比率 25.70% 29.40% ✶２０位 28.35% 25.98%

財政力指数 0.71% 0.80% ✶２１位 0.69% 0.66%
 

注）✶印は順位が半分以下を示す 

出所：表３－2より山田作成 

 

 実質収支比率とは実質収入を標準財政規模額で割った数値で経験上 3～5％が適正とされている。坂東市は

4.8％で適正の範囲に入っている。しかし比率は高いほうから 44 団体中 19 位である。楽観できるものではない

のではないか。 

 しかし、表３－1 の 2006 年度から 2008 年度の主な財政分析指数をみると全体として、わずかではあるが良好

に向上している。 

 

 



表３－２ 茨城県市町村別 2008 年度主な財政指標等の概況 

 

出所：平成 20 年度市町村普通会計決算の概要について 

 http://www.prefe.ibaraki.jp/bukyouku/soumu/chihou/zaisei/01futuu.pdf 

 

 次に坂東市 2008 年度の一般会計・特別会計の状況を一覧する。 

 一般会計の歳入は 189 億 1,659 万 4 千円（昨比 6 億 191 万円５千円 3.1％の減）、歳出は 181 億 8,211 万円       

6 千円（昨比 4 億 9,626 万 3 千円 2.7％減）である。特別会計合計歳入は 125 億 803 万円、歳出は 123 億 5,064

万 6 千円である。歳入総額は 314 億 2,462 万 4 千円、歳出総額 305 億 3,276 万 21 千円の規模である。 



 表３－３は歳入の明細、表３－４は市税の内訳である。表３－５は目的別歳出の状況、表３－６は静謐別歳出

の状況である（図３－１，３－２，３－３，３－４参照）。 

 

表３－３ 2008 年度歳入の状況 

  

出所：坂東市決算カ－ド http://www.city.bando.lg.jp/outline/zaisei/kessann/card/card20.pdf より作成 

 

図３－１ 2008 年度歳入状況の図 

 

出所：表３－３より山田作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入区分 決算額　（単位千円） 歳入構成比

市税 7,691,181 40.70%

地方交付税 3,787,033 20.00%

国庫支出金 1,652,807 8.70%

市債 1,520,600 8.00%

県支出金 1,012,266 5.40%

繰越金 840,130 4.40%

その他 2,412,577 12.80%

合計 18,916,594 100.00%

市税, 

7,691,181, 41%

地方交付税, 

3,787,033, 20%国庫支出金, 

1,652,807, 9%

市債, 

1,520,600, 8%

県支出金, 

1,012,266, 5%

繰越金, 

840,130, 4%

その他, 

2,412,577, 13%

市税

地方交付税

国庫支出金

市債

県支出金

繰越金

その他



表３－４ 2008 年市税収入の内訳 

 

出所：坂東市決算カ－ド http://www.city.bando.lg.jp/outline/zaisei/kessann/card/card20.pdf より作成 

 

図３－２ 2008 年度市税収入の内訳図 

 

出所：表３－４より山田作成 

 

表３－５ 2008 年度目的別歳出の状況 

 

出所：坂東市決算カ－ド http://www.city.bando.lg.jp/outline/zaisei/kessann/card/card20.pdf より作成 

歳入区分 決算額（単位千円） 構成比

市民税個人 2,513,850 32.68
市民税法人 754,004 9.80
固定資産税 3,654,124 47.51
市たばこ税 425,811 5.54
都市計画税 234,221 3.04
軽自動車税 109,171 1.02

合計 7,691,181 100.00

市民税個人, 

2,513,850, 33%

市民税法人, 

754,004, 10%

固定資産税, 

3,654,124, 47%

市たばこ

税, 
425,811, 

6%

都市計画税, 

234,221, 3%

軽自動車税, 

109,171, 1%

市民税個人

市民税法人

固定資産税

市たばこ税

都市計画税

軽自動車税

歳出区分 決算額　（単位千円） 歳入構成比

民生費 4,933,607 27.10%

土木費 2,958,738 16.30%

総務費 2,470,587 13.60%

教育費 2,174,698 12.00%

公債費 2,080,598 11.40%

衛生費 1,240,689 6.88%

農林水産業費 1,046,626 5.80%

その他 1,276,573 7.00%

合計 18,182,116 100.00%



 

図３－３ 2008 年度目的別歳出の状況の図 

 

出所：表 3-5 より山田作成 

 

表３－６ 2008 年度性質別歳出の状況 

 

出所：坂東市決算カ－ド http://www.city.bando.lg.jp/outline/zaisei/kessann/card/card20.pdf より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,933,607, 27%

2,958,738, 16%

2,470,587, 
14%

2,174,698, 
12%

2,080,598, 11%

1,240,689, 7%

1,046,626, 6%

1,276,573, 7%

民生費

土木費

総務費

教育費

公債費

衛生費

農林水産業費

その他

歳出区分 決算額　（単位千円） 歳入構成比

人件費 3,845,577 21.15%

物件費 2,183,340 12.00%

扶助費 2,771,265 15.24%

補助費等費 2,202,688 12.11%

普通建設事業費 2,703,473 14.87%

公債費 2,073,123 11.40%

繰出費 2,042,128 11.23%

その他 360,522 2.00%

合計 18,182,116 100.00%



図３－４ 2008 年度性質別歳出の状況の図 

 

出所：表 3-6 より山田作成 

 

 決算額の年推移は次のとおりである（図３－５、３－６、３－７）。全体で歳入・歳出ともに減少している。

歳入では市税の割合が増加して市債は減少傾向である。歳出では目的別歳出で民生費の割合は増加傾向で教育費

が減少している。性質別では人件費・普通建設事業費は減少傾向であるが、公債費は変化が見られない。 

 

図３－５ 年推移歳入決算額 

 

出所：坂東市の決算額の年推移 http://www.city.banndo.lg.jp/outline/zaisei/kessann/20suii.pdf 
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図３－６ 年推移目的別歳出額 

  

出所：坂東市の決算額の年推移 http://www.city.banndo.lg.jp/outline/zaisei/kessann/20suii.pdf 

 

図３－７ 年推移性質別歳出額 

 

出所：坂東市の決算額の年推移 http://www.city.banndo.lg.jp/outline/zaisei/kessann/20suii.pdf 

 

 図３－８は 2008 年度の主な事業内容、市民 1人当たりの歳出金額と特別会計の内容である。 

当市の特別会計は 7つと水道事業会計を加え 8つの一般会計に属さない別会計がある。2008 年度決算ではすべ

ての会計で黒字である。地方公共団体の財政健全化を目的としている「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」での健全化判断は、すべて基準はクリアしている。しかし今まで精査したように何も課題がないということ

ではない。 

  

 この数年一般会計での歳入は減少が続いている、このような状況の中でより財政の健全化の維持は容易ではな

さそうである。住民のサ－ビス需要は老齢化により今後とも増加が見込まれると推定される。様々な事業がなさ

れているがそれぞれ必要であるか検討しなければ歳出はふくらむばかりである。水道事業や高齢者医療も含めた

国民健康保険・介護保険等の収支も楽観はできないようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図 ３ － ８ 2008 年 度 主 な 事 業 ・ 市 民 1 人 当 た り の 支 出 （ 行 政 コ ス ト ）・ 特 別 会 計

 

出所：広報ばんどう「坂東」no.55 2009 年 10 月 



 2008 年度（平成 20 年度）の主な事業では、最高額は地方債償還費 20 億 8,059 万 8 千円で、7億円代で道路新

設改良費、民間保育所運営助成費、常備消防に関する経費の 3 事業である。６億円代生活保護扶助、5 億円代は

２事業で合併市町村新幹線道路緊急整備支援事業、塵芥処理である。地方債償還費はやはり金額は多い。道路関

連費は農道も含め（3事業として計上されている）15 億２千円に達して地方債償還を除いて一番大きな金額であ

る。 

 

  特別会計のそれぞれ収支は黒字決算となっている。水道事業会計は独自で収支が黒字を維持している。しかし、

その他特別会計は一般会計からの繰入額で収支を維持している、実質収支は赤字と思われる。2008 年度の一般会

計よりの各特別会計の繰入額は次の通りで総額 16 億 8,236 万 1 千円である（昨年度。19 億 182 万 5 千円）。 

●国民健康保険は 2億 6,177 万 4 千 円 （昨年 3億 9万 5千円） 

●老人保健特別会計は 3万 4千円 （昨年 4億 6,099 万 6 千円） 

●後期高齢者医療特別会計は 7,278 万 3 千円 （昨年 0円） 

●介護保険特別会計は 3億 8,886 万 7 千円  (昨年 3億 8,000 万 3 千円) 

●介護事業特別会計は 532 万 9 千円 （昨年 461 万 5 千円） 

●公共下水事業特別会計は 7億 1,329 万 8 千円 （昨年 5億 5,620 万円） 

●農業集落排水事業特別会計は 2億 653 万 7 千円 （昨年 1億 9,991 万 6 千円） 

 昨年度より一般会計からの特別会計への繰入額は公共下水事業特別会計と農業集落排水事業特別会計で約1億

6,400 万円の増額である。何らかの理由があった事がうかがえる。それに反して医療・介護特別会計は僅かであ

るが減少している。 

 

Ⅳ 坂東市（2007 年度）貸借対照表と行政コスト計算書 

  

 地方公共団体の会計は単年度会計である。単年度収支の歳入歳出決算では把握できない資産や負債の状況を明

らかにするために貸借対照表が作成されている。行政コスト計算書は資産や負債の面だけでなく、市の行政活動

で資産の形成がともなわない活動に必要な人件費・医療費助成などサ－ビスがある。住民へのこのようなサ－ビ

スが行政活動の中心でもある。このようなサ－ビスにかかるコストがどのくらいかかるかの計算書である。また、

それにかかわる歳入の書である。ここでは坂東市の貸借対照表と行政コスト計算書では行政サ－ビスのコストの

みを見てみる。対象は一般会計に限られている。 

 

 表４－１は 2007 年度・2006 年度の比較貸借対照表である。対貸借表の概要は資産、負債、正味資産と次のよ

うである。 

 

●資産 

 2007 年度資産総額は 705 億 9,100 万円で 2006 年度より 1 億 600 万円減っている。内訳は「有形固定資産」は

資産総額の 87.3％、「投資等」は 8.8％、「流動資産」は 3.9％である。 

 「有形固定資産」の行政目的別の資産内容を図４－１に示す。道路など土木費が 300 億 6,200 万円 48.8％、学

校・図書館など教育費が 224 億百万円 36.3％で合わせて 85.1％を占めている。これら以外は 91 億 9,300 万円

14.9％である。 

 「投資等」は退職手当組合積立金に取り崩し等で 5,000 万円の減少している。 

 「流動資産」については現金の減少などで 9,900 万円減となっている。 

 

 



●負債 

 2007 年度負債総額は 225 億 6,670 万円で前年比 2億 2,300 万円増加している。内訳は固定負債の「地方債」と

流動負債の「翌年度償還予定額」の合計 183 億 3,600 万円で負債の 81.3％となっていて、「退職給与引当金」42

億 3,100 万円で 18.7％となっている。 

 

●正味資産 

 正味資産はこれまでの世代が負担し、返済義務のない市民の正味資産である。2007 年度末正味資産総額は 480

億 2,500 万円であり、内訳は図４－２の通りである。 

 

図４－１ 有形固定資産の行政目的別割合 

 

出所：坂東市 http://www.city.bando.le.outline/zaisei/kessann/balance/balancesheet19.pdf 

 

図４－２ 正味資産の内訳 

 

出所：坂東市 http://www.city.bando.le.outline/zaisei/kessann/balance/balancesheet19.pdf 



●2007 年度市民 1人当たりの資産・負債・正味資産 

 表４－２は市民 1人当たりの資産・負債・正味資産である。 

市民 1人当たり資産合計は 123 万 2 千円、負債総額は 39 万 4 千円である。市民 1人当たりの借入金額は 32 万

円ある。1人当たり退職給与引当金は 7万 4千円である。市民１人当たりの正味資産は 83 万 8 千円となっている

（柏市の１人当たり正味資産 122 万 9 千円）。 

 

表４－２市民 1人当たり資産・負債・正味資産（2007 年度） 

 

出所：坂東市 http://www.city.bando.le.outline/zaisei/kessann/balance/balancesheet19.pdf より山田作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　目 金　額　円

有形固定資産 1,076,000
投資等 108,000
流動資産 48,000
資産計 1,232,000

地方債等 320,000
退職給与引当金 74,000

負債計 394,000

正味資産 838,000



表４－１ 坂東市貸借対照表（2008・2007 年度） 

 

出所：坂東市 http://www.city.bando.le.outline/zaisei/kessann/balance/balancesheet19.pdf 

 

 図４－３は性質別行政コストである。扶助費、補助費等からなる「移転支出的なコスト」74 億 3,000 万円で 

44.9％を占めている。「物にかかるコスト」は 48 億 7,100 万円で 29.5％、人件費等「人にかかるコスト」38 億

1,300 万円で 23.1％となっている。1人当たりの行政コストも図４－３の通りである。 

 図４－４は目的別行政コストである。生活保護費など扶助費と介護特別会計・老健特別会計への繰り出し金が



大半を占める民生費が 49 億 3,800 万円で 29.9％、小中学校などの教育施設運営管理費の教育費が 26 億 1,900

万円で 15.8%、人件費が多い総務費が 22 億 8,000 万円で 13.8％である市民 1 人当たりのコストは図４－４の通

りである。 

 

図４－3 性質別行政コスト 

 
出所：坂東市 http://www.city.bando.le.outline/zaisei/kessann/balance/balancesheet19.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４ 目的別行政コスト 



 

出所：坂東市 http://www.city.bando.le.outline/zaisei/kessann/balance/balancesheet19.pdf 

 

図４－５、４－６は市民 1 人当たり年度別歳出決算額の状況である。年々歳入が 1 人当たり 2006 年度 35 万 1

千円、2007 年度 34 万円、2008 年度 33 万 2 千円と減少している。それにしたがって歳出額も年々減少している。

内訳で目的別では、総務費、衛性費、教育費は減少し、民生費、土木費など増加している。性質別では人件費、

物件費、普通建設事業費は減少、増加は扶助費、公債費、繰出金などである。 

 この資料は地方財政状況調査による目的別・性質別のため、決算書款別とは若干数字が異なる。 

 

 

 

 

 

 

図４－５ 2007 年度～2009 年度の 1人当たり目的別歳出 （単位：円） 



 

 

出所:坂東市年度別歳出決算額http://www.city.bando.lg.jp/outline/zaisei/kessann/20/nenndobetu.pdfより

山田作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－６ 2007 年度～2009 年度の 1人当たり性質的別歳出 （単位：円） 
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総務費 42,125 46,011 45,309
民生費 86,176 85,517 80,649
衛生費 22,179 25,071 29,993
農林水産業費 18,392 18,511 17,265
土木費 52,421 48,374 53,045
消防費 14,596 14,936 15,700
教育費 38,552 45,481 52,330
公債費 36,373 33,950 30,792
その他 8,025 8,181 8,982

合計 318,839 325,987 334,065



 

 

出所:坂東市年度別歳出決算額http://www.city.bando.lg.jp/outline/zaisei/kessann/20/nenndobetu.pdfより

山田作成 

 

Ⅴ 事業仕分け 

 

 鳩山民主党政権は 2010 年度予算要求に無駄使いがあるかどうかを検証する行政刷新会議での「事業仕分け」

を行っている。約 3,000 事業の中から 447 事業を対象としている。また、対象事業以外で各省間の類似的な重複

事業など横断的、横串で予算要求を見直す、独立行政法人をも対象にすると方針を決めている。 

2009 年 11 月 11 日から 5 日間 17 日（平日のみ）までの第 1 弾で 46 事業の「廃止」、「来年度計上の見送り」、

公益法人の 15 基金の国庫への返納、「予算の削減」などで総額 1兆円規模の節約を要請した。11 月 27 日（24 日

～２７日）には第 2 弾の「事業仕分け」で全日程９日間が終了した。結果は廃止で 1300 億円、予算計上見送り

1,600 億円、削除 4,500 億円、基金返納 8,400 億円で合計約１兆 6千億円になった。8） 

今回の「事業の仕分け」とは本来民間シンクタンク「構想日本」の加藤秀樹代表が自治体の予算編成の参考に

するために提案した手法である。2002 年に岩手、秋田、宮城、岐阜、三重、高知の 6県と神奈川県三浦市で初め

て実施されて、2009 年まで 47 府県・市町で実施されている。自治体財政の改善・透明性・市民参加など効果が

あると高く評価されている。反面効果が期待ほどではなかったとの批判もあるようである。 

鳩山政権で「構想日本」の加藤代表が政府の「行政刷新会議」の事務局長に就任したことで、国の予算にも今

回実施されたものである。 

「事業仕分け」9）とは――国や自治体が行っている事業（行政サ－ビス、政策立案事務などすべて含む）を予

算項目毎に「そもそも」必要かどうか、必要ならばどこでやるか（官か民か国か地方か）を担当職員と外部の評
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人件費 67,471 70,640 72,788
物件費 38,307 40,680 42,741
扶助費 48,622 45,933 43,722
補助費 38,647 39,777 45,586
普通建設事業費 47,433 53,822 63,290
公債費 36,373 33,950 30,792
繰出金 35,829 33,656 30,861
その他 6,157 7,529 4,285

合計 318,839 325,987 334,065



定者が議論して最終的に「不要」「民間」「国」「都道府県」「市町村」などに仕分けしていく作業――であると定

義している。 

目的は「現場」の視点で洗い直すことで、個々の事業の無駄にとどまらず、その事業の背後にある制度や国と

地方の関係など行財政全体の改革に結びつけていくことであるとしている。 

 

図５－１ 仕分け場の案内  

 

出所：朝日新聞 2009 年 11 月 10 日付け 

 

図５－１は「事業仕分け」会場の図で現場は公開され、インタ－ネットでも中継されて、議論の内容を国民に

全て公開されて行われている。会場設定も各省担当者と仕分け人が対面している。かなり緊張が漂うような雰囲

気がうかがえる。 

 民間人と民主党議員が事業仕分け人となり、中央省庁の事業の必要性が公開で厳しく吟味され予算計上の要、

不要などが多数決で判定される。 

 この事業仕分けに対しては少なくない批判もある。「仕分けの対象事業の選択の基準が曖昧」、「短時間の議論

で結論を出すのは乱暴だ」、「仕分け人は机上論で現場を知らない」、「教育・環境整備など効果が明確でない事業

に考慮が足りない」、「廃止・見直しの結論ありきではないか」、「仕分け人の選択により結論が異なるのでは」、「事

業の論点整理は財務省が行っている仕分け人は財務省のまわし者だ」、「まるで人民裁判だ」等。 

 「事業仕分け」はいろいろな批判にまして多くの国民が評価している。今まで密室でおこなわれた予算編成の

仕方が一部ではあるが国民の目にみえるようになったことが一番の功績だと思う。それは所管省庁の予算要求が

公開の場で客観的に費用対効果が論じられ税金の使い方の透明化に寄与することである。 

 正式予算編成案は今までの通り財務省が内容や各省と論議し査定をする。今までと違うのは各省の予算請求に

対して「事業仕分け」の結果を最大限反映すると藤井財務相は言明している。今後を見守りたい。 

 

 

 

 

 

構想日本の事業仕分けの概要を確認する。10） 



 

図５－２ 事業仕分けの定義 

出所：構想日本 http://kosonippon.org/project/list.php?m-category-cd=16 
 

図５－３ 「事業仕分け」の主なル－ル 

 
出所：構想日本 http://kosonippon.org/project/list.php?m-category-cd=16 

 

図５－４ 「事業仕分け」の流れ 



 

出所：構想日本 http://kosonippon.org/project/list.php?m-category-cd=16 

 

図５－５ 「事業仕分け」作業の流れ 

 

出所：構想日本 http://kosonippon.org/project/list.php?m-category-cd=16 

 

 「構想日本」の「事業仕分け」の概要から推察すると、国・自治体の事業について部外者（専門家、非専門家

含め）が公開の場で短時間（事前の資料での準備はある）に、今までのしがらみや前年度からの安易な踏襲事業

などを「要」・「不要」を判断していく。しかも、「仕分け人」は何の責任も無いと云うことではないだろうか。「公



開」・「短時間」・「責任が無い」これが「事業仕分け」の中心ではないかと考えられる。説明者は事前資料、対面

時での説明などで「仕分け人」を納得させるだけの企画力が必要でもあるように思われる。 

 「事業仕分け」の結果をどうするかはその団体の最高責任者（国なら首相・自治体なら知事市町村長）が責任

をもって決定する。勿論公開の場で議論されているので決定者の政治的責任は問われることになる。 

 歳入が限られていて、税金をいかに無駄なく効率がよく住民の生活向上のために使えるかと幾つかの自治体が

「事業仕分け」を実施している。2009 年 10 月に実施された神奈川県小田原市・香川県高松市・埼玉県和光市の

「事業仕分け」事例を検証してみる。 

小田原市（人口 19 万 9 千人）は 2009 年 10 月 3 日、4 日の 2 日間、傍聴者延べ 400 人余りの中で 80 事業を対

象として実施された。「構想日本」のアドバイスのもと公募市民も含め 20 人の「仕分け人」が 1班 5人の構成で

4班に分かれて行われた。11） 

 仕分け評価結果については今後の予算編成で具体化を図るとしている。表５－１は事業仕分け評価結果と今後

の市の見直しの方向性である。評価で不要 24 事業の中、市の方針は廃止事業 3、廃止方向で検討事業は 6に過ぎ

ない。ほとんどの事業は事業の改善の方向で検討するとの方針である。事業の廃止は非常に困難であるとの印象

である。 

 

表５－１ 小田原市の事業仕分け評価結果と市の見直しの方向性 

 

出所：小田原市 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/information/adoministra/classification/jigyo 

 

 事業仕分け評価で不要 24 事業・民間で実施４事業に対する今後の市の方向性は次のようである（表５－１）。 

 

評価不要で廃止事業（3） 

●水のきらめき製造・販売事業 

●職員等表彰事業 

●渋滞緩和策推進事業 

 

評価不要で廃止の方向で検討事業（6） 

●御幸の浜プ－ル管理運営事業 

●市民学習フロア運営管理事業 

●生きがい・ふれあい施設提供事業 

●保養費・はりきゅう施術費補助事業 

●勤労者住宅資金利子補給事業 

●動物園維持管理事業 

 

評価不要で改善の方向で検討する事業（13） 

仕分け結果 事業数 市の見直しの方向性 事業数

　 廃止 3
不要 24 廃止の方向で検討 6
民間で実施 4 民間で実施に向けて検討 2
国・県・広域で実施 5 県に要望する 4
市が実施するが 　 改善の方向で検討 62
改善を要する 46 1年間休止 1
市が現状通り実施 1 市が現状通り実施 2

合計 80 合計 80



●漁獲共済掛金補助事業 

●中小企業退職金共済掛金補助事業 

●塔ノ峰青少年の家運営管理事業 

●柔・剣道錬成委託事業 

●「板橋秋の交流会」開催事業 

●石垣山大茶会実行団体補助事業 

●青少年交流交換事業 

●小学・中学校長会補助事業 

●西湘地区教職員互助会福利厚生事業補助事業 

●小田原市奨学金支給事業 

●私立幼稚園等就園奨励補助事業 

●国際交流事業 

●小田原海外市民交流会補助事業 

 

評価不要で 1年間休止（1） 

●小田原漁港うお市場まつり開催費負担金事業 

評価不要で民間へ（1） 

●農業まつり事業 

 

評価で民間での実施で民間へ（1） 

●おだわらブックスタ－ト事業 

 

評価で民間での実施で改善の方向（3） 

●フラワーガーデン管理運営事業 

●青果市場運営管理事業 

●青少年体験学習事業 

 

 高松市（人口 41 万 9 千人）は 2009 年 10 月 12 日に構想日本のアドバイスを受け 10 の予算事業について事業

仕分けを行なった。当日は約 300 人の傍聴者が訪れた。12) 

 対象図業 10 事業、評価結果は「不要」1、「民間」3、「市実施（民間活用拡大、市民等の協働化）」6 である。

表５－２は事業仕分けの速報である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５－２ 高松市事業仕分け結果（速報） 



 

出所：高松市 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12191.html 

 

 表５－３は対象事業の予算額である。仮に市は正式に廃止と民間化をしたとすれば、不要が 546 万円民営化に

より 1億 3,886万円で合計 1億 4,433 万円の歳出減となり他のより市民が必要とする事業に充てることが可能と

なる。表５－２の注にあるごとく結果は高松市の最終判断でなく、今後予算編成で判断されるものである。 

 

表５－３ 事業仕分けの結果の比率と予算額 

 

高松市 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12191.html 

 

 和光市（人口 7万 7千人）は構想日本の協力で 2009 年 10 月 17 日と 18 日 2 日間にわたり 1班 5人の仕分け人

で 3 班に分かれ 46 事業の事業仕分けを実施した。進行役 1 人、他自治体の職員等 3 人、募集した市民評価者 2

人が 1班の構成である。13) 

表５－４は和光市の事業仕分けの結果（速報）である。 

 「廃止事業」12、「民間移管」1、「国・県・広域」3、「民間へ」2、「市改善」25、「現行通り」3事業である。 

事業仕分けに対する市当局の今後の方向性はまだ決定してないようである。 

表５－４ 和光市事業仕分け結果速報 



 

出所：和光市 http://www.city.wako.lg.jp/home./busho/-5684/gyo-50-1/jigyoshiwake21/8419html 

 

 茨城県においては、どこの自治体も行政改革に「事業仕分け」の手法は実施されていない模様である。坂東市

もおこなわれてはいない。 

 

千葉県では‘05 年千葉県・‘08 から年千葉市・‘08 年館山市・‘08 年習志野・‘08 年から我孫子市が実施してい

る。我孫子市は日本構想に頼らず実施している。他自治体は日本構想の協力で実施されている。 



 2009 年 11 月 25 日付け読売新聞・毎日新聞によると、千葉市は 11 月 24 日に事務事業の外部評価（事業仕分け）

結果を発表した（2009 年 10 月～11 月に 9 日間 9 人で実施）。評価対象 44 事業のうち「廃止」は 15 事業で「シ

ルバ－健康入浴」「難病疾患見舞金支給」「老人福祉バス運行」「文化情報誌刊行」などである。2008 年度予算ベ

－スで廃止事業総額は 6億 2800 万円である。2事業が民営化と評価された。「改善して市が実施」は 19 事業と評

価された。6事業は「民間委託化や市民団体との連携を図るべき」、2事業は意見が分かれた。 

 表５－５が廃止事業と民営化の事業明細である。 

 今後の取り組みについては評価結果を踏まえ今後の方向性を検討し、可能なものは、2010 年度当初予算編成に

反映する。外部評価の詳細も含め事業結果は近いうちに公表するとしている。14) 

 

表５－５ 千葉市外部評価での廃止事業 

 

出所：千葉市 http://www.city.chiba.jp/somu/gyosei/gaibuhyoka.html 

 

 我孫子市は日本構想に頼らず 2008 年から「市民の視点にたった行政改革」の立場から事業仕分けを独自で行

ってきた。民間人 3人市職員 2人の 5人を 1班として 3班に分かれて行う。2008 年 10 月 19 日に健康福祉部 319

の内 44 事業、2009 年 1 月 31 日に生涯学習部 150 の内 60 事業、2009 年 8 月 1日に総務部・企画財政部・教育総

務部・議会事務局 182 の内 42 事業の事業仕分けを実施した（合計 501 事業の内 146 事業が仕事仕分けの対象事

業）。明確な金額は不明であるが、総務課の話として「数億円規模までには届かなかった」15）という。 

  

表５－６ 我孫子市の事業仕分け評価結果と市の見直しの方向性   

 
出所：我孫子市 http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/15,51210,75,632html より山田作成 

 

評価不要で市も廃止の事業（8） 

●施設見学会 

●あびこ発見・ウオーク 

仕分け結果 事業数 市の見直しの方向性 事業数

不要 15 廃止 10
民間で実施 5 民間で実施に 8
国・県・広域で実施 1 国・県に要望する 0
改善を要する 101 改善して実施 108
市が現状通り実施 24 市が現状通り実施 20
合計 146 合計 146



●夫婦でクッキング 

●骨粗しょう症教育 

●家族介護慰労金の支給 

●遊びの達人教室 

●結婚 50 周年記念祝賀会の充実 

●自立支援援助法利用者負担金一部助成 

 

評価改善で市は廃止の事業（2） 

●学校週 5日制事業 

●福祉広報の発行 

 

評価不要で市は民営化の事業（2） 

●国際交流まつり 

●国際交流スピ－チ大会 

 

評価不要で市は改善の事業（4） 

●健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の充実 

●朝食レシピコンク－ル 

●健康宣言教室 

●布佐下多目的広場整備事業 

 

評価不要で市は現行実施の事業（1） 

●手賀の丘ふれあい宿泊通学 

 

評価民営化で民営化事業（3） 

●リフト付きワゴン貸出事業 

●フラダンス・ウクレレの広場 

●アロハフェスタ in アビコ‘08 

 

評価民営化で市は改善（2） 

●市民参加コンサ－ト 

●森のコンサ－ト 

 

評価改善で民営化事業（3） 

●人との関係を楽しくする講座 

●市民カレッジ 

●生活一時資金貸付事業 

 

 

 幾つかの自治体「事業仕分け」の状況を検証してきた。それによると「廃止」「民間への移行」などの仕分け

人の評価は、各自治体とも施設の管理事業とか民間団体の補助費事業などが多い。多くの事業は「見直し」評価

であり、それも意義があることである。「現行通り」評価は極めて少ない。人口が多くて財政規模がおおきい自



治体ほど幾多の補助事業が多いことがうかがえる。構想日本のホームページでは億単位で歳出削減がなされてい

ると主張しているが、実情はそれほどではないように推察される。しかし、市民の前に予算の内容がいくらかで

も明らかになっていることは大革命である。今後ともそれぞれの自治体で「事業仕分け」の欠陥を修正しより市

民に透明で有効な予算編成を期待したい。 

 

Ⅵ 坂東市の歳出について 

 

 坂東市の財政を見るに、歳入の見込みが増加すると思われる要素は少ない。今後ともこの経済状況からすると

減少傾向は続くであろう。勿論歳入の増加に向かって努力しているであろうが、工業団地「つくばハイテクパー

クいわい」の分譲中の敷地に新たな企業が進出する期待は薄い。また、地域の商業中心地になるともいえない。

農産物も出荷額がおおいレタス・ネギなど確固たる「ブランド」も確立はしてない様である。観光面で「平の将

門」由来の地域であるとか、県立自然博物館、菅生沼に飛来する白鳥など活かすことはできていない。また、最

近の僅かであるが人口減少傾向も止めることも出来ないのではないかと思われる。「水と緑につつまれた自然豊

かな田園都市」とうたう坂東市の活性化と新たな歳入増加の策は当面そう簡単ではない。 

 坂東市として歳入が減少傾向であるとすれば、歳出の見直しが必要である。市当局も歳出削減には努力されて

いると思われる。しかし、現在まで市当局の編成されたものが議会で討議され決定されている。予算編成に市民

の目からの討論も参考にする時期ではないかと思う。 

 冒険であるが 2009 年度予算を今までの坂東市の政治的・経済的・社会的な背景を持たない移住新市民である

筆者が大胆に歳出削減の可能性を探る試みをしてみる。 

 

坂東市 2009 年度予算から見直し事項・事業の提案。16） 

 

●議員報酬など議員に関する経費 予算額 １億 9,621 万 3 千円 

 総額の内 1 億 8,154 万 3 千円が 24 人の議員の報酬・手当・年金共済会負担金である。議員の定数は地方自治

体法で定められている。坂東市は最高 36 人まで議員数が許されている。現定員は 24 人で定数の減少になっては

いるが、6 万人ほどの町に 24 人必要であろうか。報酬は１箇月 38 万 5 千円である。周りの自治体などを参考に

して定められているものと思われる。それに手当と年金負担金である。 

議員報酬のみで家計を賄うとすれば高くはない。しかし議員は他の収入がある場合も多数見受けられる。とす

れば減額の余地はあるのではないか。しかも年金負担金は議員年金の 4割が公的な資金でもある。報酬を減額し

ないとすれば議員定数の減少も選択肢の一つである。地方自治体第 91 条１項で坂東市の議員定数は人口 5 万以

上 15 万未満の市に当てはまる。法律での最小の議員定数 15 万人の市民に対して 36 人の議員がみとめられてい

る。これは議員１人当たり市民約 4,100 人である。この例にならうと坂東市の議員は 15 人となり法律でも 15 人

定数は認められる。坂東市は現在議員 1人あたり市民約 2,400 人である。議員定数の減少も課題である。 

議員定数の減少は地域の少数意見を無視するものであると批判もある。民意をより市政に反映させるとすれば

議員定数は変更せず、議員報酬などの見直しが必要かと思われる。 

 

坂東市の「議会だより」は 15 ページだての表紙カラ－写真の小冊子である。他市では新聞スタイルのものも

多数見受けられる。僅かな金額であるが見直してもよいのではないか。 

 

●電算処理に要する経費 予算額 1 億 295 万 2 千円（内国・県交付金 930 万円） 一財 9,365 万 2 千円 

 電算処理経費は独占的業者に依頼しているので割高と言われている。適正価格であるか検討を要する。 

 



●公共交通対策に要する経費 予算額 1,183 万 1 千円 

●コミュニティバス運行に要する経費 予算額 3,375 万 8 千円（内交付金 2,800 万円） 一財 575 万 8 千円 

路線バス存続のために路線バス会社への補助金（1,183 万円）と市内コミュニティバス運行の経費である。コ

ミュニティバス運行経費のほとんどを合併交付金で賄っているが、交付金は無くなるものである。公共交通路線

バスと市のコミュニティバスの提携など市内市外の交通網を市民の交通弱者への総合的対策を考える必要があ

るのではないか。 

 

●車両運行管理に要する経費 予算額 2,369 万 7 千円 

 市は大型バス 1台、中型バス 2台を所有していて適時に市民活動等に利用されているがバス運行自由化の今業

者のバスを利用するほうが賢明と思われる。 

 

●敬老事業に要する経費 予算額 1,947 万 2 千円 

 長寿社会の今敬老祝金等再検討してもいいのではないか 

 

●観光振興に要する経費 予算額 1,060 万 7 千円 

●ふる里さしま古城まつりに要する経費 予算額 530 万円 

●岩井将門まつりに要する経費 予算額 898 万 4 千円 

●ふるさと創生事業に要する経費 予算額 301 万 4 千円 

 いずれも市内外に情報を発信し坂東市のＰＲと市の活性化・文化向上が目的であるが、個々の事業を市として

一体化するなど効果的な工夫が求められるのではないか。特に観光振興に関する経費は坂東ふるさとフェスタ事

業など 6事業への補助金である。 

 

●いい夫婦の日事業に要する経費 予算額 37 万 5 千円 

●災害救助に要する経費 予算額 8 万 3 千円 

●ゲートボール場整備要する経費 予算額 22 万 4 千円 

●健康づくり推進にようする経費 予算額 102 万 3 千円 

●食生活改善に要する経費 予算額 58 万 7 千円 

●園芸振興事業にようする経費 予算額 7 万 2 千円 

●市民農園運営管理に要する経費 予算額 134 万 7 千円 

●学童農園運営管理に要する経費 予算額 48 万円 

●農業後継者対策に要する経費 予算額 29 万 2 千円 

●しど八津管理に要する経費 予算額 58 万 5 千円 

●青少年育成に要する経費 予算額 245 万 41 千円  子供会・ボーイスカウト等への補助金 

●七五三祝観賞会に要する経費 予算額 76 万 3 千円 

●わんぱく探検隊に要する経費 予算額 81 万 2 千円 

●結婚相談に要する経費 予算額 220 万円 

 これら事業への予算措置はほとんど補助金の類である。おそらく今までのしがらみから事業を継続しているの

ではないかと疑われる事業である。 

 

 市の学校・公民館・公園・文化ホール、運動、福祉各施設の改修・維持管理には多額な経費を必要としている。 

 例えば既存の公園維持管理に 7,657 万円、本年度新規の水生公園に 2,763 万 4 千円、旧猿島地区公園維持管理

費 957 万 6 千円、屋内体育施設維持管理費 1,821 万 3 千円、夜間照明付き野球場・テニスコ－ト施設運用費 1,791



万３千円、市民音楽ホ－ル運営費 6,747 万円、図書館（2 か所）管理費 2,677 万 7 千円等である。ちなみに図書

館の中身である図書資料 2か所分の予算は 1,323 万円 1千円である。しかもこれらの施設は有効に利用されてい

ないのが実情である。特に市民音楽ホ－ル・野球場（予算での年間使用料見込み額は僅か 60 万円）などは利用

率が余りにも低い。見栄えのする立派な箱物等公共施設は市民にとって文化・健康などの向上に必要でもある。

しかし建設に多大な費用もかかる、しかもそれ以後の維持管理費は毎年必要とする。今後とも施設建設にはより

慎重さが必要ではないか。提案であるが距離的な市民の便利性は損なわれるが、このような利用率が低い施設は

隣接市町村と提携して共同利用出来ないものであろうか。かなりの経費減少は期待できる。図書館も各市町村い

ずれも同じ様な図書資料を揃えるのでなく隣接市町村提携して、それぞれの図書館が専門的な図書資料を市民に

提供出来るシステムの構築は出来ないのであろうか。同じ費用でより市民に専門的な便利性が提供可能になると

思う。 

また、橋・道路・農道の改修維持費用も多額である。新規の道路建設経費などは適正か不適正化か筆者として

は判断材料がないので判断を差し控えた。 

 このような一方的な見直し提案には関係者は一笑に付するかもしれないが予算書から見た、坂東市の歳出内容

への疑問点である。予算書からは市民生活の維持向上に最低必要な事業は余り課題無く市当局の努力により執行

されているようである。歳入が大きくないので大規模な町から比べると補助金事業などは少ないように感じる。

一方福祉・公園・文化・運動施設などの維持管理費負担は相対的に重いように思われる。 

 職員の人件費は歳出の中で約 21.1％を占めている。年々人件費総額、歳出に占める割合も歳入減少に伴い減少

している。個々の給与も国と比べて適正な範囲と思われる。仕事内容が解らないので的はずれな感じがあるかも

しれないが、市民として外から見るとそれぞれ余裕をもって仕事をしているように感じられる。窓口業務など非

常に丁寧で親切である。不親切では困るが人員定数に課題があるのかも知れない。 

 

おわりに 

  

 予算書・決算書等から坂東市の財政業況を検証してきた。教育・文化・医療・衛生・健康など市民の基礎的な

最小限の生活維持は出来ている。「可も無く不可もない」ということで、それ以上ではないいうところであろう。   

今財政的に豊かでない「水と緑につつまれた自然豊かな田園都市」言い換えれば「何もない田舎の街」坂東市

を文化的で健康な市民生活の向上に限られた財源を振り向けるには「無駄使い」の排除と新たな道路も含め公共

施設建設には慎重に対処しなければならないのが眼前の課題であろう。長期的には「水と緑につつまれた自然豊

かな田園都市」をいかに活用して将来の財源の向上に活路を見出すことが必要かと思われる。 

坂東市は「水と緑につつまれた自然豊かな田園都市」である。活路はこの自然を活用すれば未来の光が見えて

くるかも知れない。ハードでなくソフトに農産物の「ブランド化」・「観光農園」・「菅生沼の春には桜、冬には白

鳥の飛来地、魚の釣り場」・日本そばの店が市内に多数見られるので、「そばの街坂東」とか考えられる。 

 市政は将来展望のために努力してはいるのであろうが、住民の身近な要求に対応するのに精一杯のようである。

市民の前に夢のある街つくりの展望を市当局に積極的に示すことを要望してやまない。それは時間がかかること

であるが市の財政を豊かにすることでもある。 

 

 

注 

1）普通地方交付税 09 年度総額は 14 兆 8,710 億円で前年比 2.7％増。地方の税収は地域経済・社会的条件によ

り地域格差がある。全国一定の住民サ－ビスを確保するために一定の基準により国税から地方に一定割合(3

割)で分配する財源である。使い道については地方税と同じく地方自治体が自由に決定出来る。財源は「交付税

特別会計」に繰り入れられる。 



2）総務省「地方財政白書」2009 年度版 http://www.soumu.go.jp/menu-seisaku/hakusho/chihou/21data.html 2

年度遅れの財政状況である。 

3）総務省「地方財政白書」2009 年度版 http://soumu.go.jp/iken/hakusho.html 

4）「交付税特別会計借入金」とは「交付税特別会計」が財投資金（郵便貯金・公的年金等）を借入、地方交付税 

 として配分したものである。その半分が「地方負担分」である。  

5）起債制限比率とは地方債元利償還額を標準財政経常一般財源（歳入）の割合で過去 3 年度平均値である。 

6）総務省「地方財政の分析」http://www.soume.go.jp/ikcn/jokyo-chousa.html 

 総務省「市町村の財政比較分析表」http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soume/chiho/zaisei/bunsekihyo/h19/ 

7）平成 20 年度市町村普通会計決算の概要について 

 http://www.prefe.ibaraki.jp/bukyouku/soumu/chihou/zaisei/01futuu.pdf 

8) 朝日・読売・毎日・日経新聞 2009 年 11 月 18 日、28 日付け 

9）構想日本 http://kosonippon.org/project/list.php?m-category-cd=16 

10）構想日本 http://kosonippon.org/project/list.php?m-category-cd=16 

11）小田原市 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/information/adoministra/classification/jigyo 

12) 高松市 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12191.html 

13）和光市 http://www.city.wako.lg.jp/home./busho/-5684/gyo-50-1/jigyoshiwake21/8419html 

14）千葉市 http://www.city.chiba.jp/somu/gyosei/gaibuhyoka.html 

15）読売新聞 2009 年 11 月 15 日付け 

16）坂東市 2009 年度予算概要 http://www.city.bando.lg.jp/outoline/zaisei/yosann/21/16.pdf 
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